
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

広報 

やないづ 

お知らせ版 

 ６⽉３０⽇（⽇）、⻄⼭⼩学校体育館において「第９回⻄⼭地区
町⺠⾚べこバレーボール⼤会」が⾏われました。 
 ⾚べこボールは、動きが予測できないおにぎり型のボールを使
い、経験や年齢に関係なく誰でも楽しめるスポーツです。勝敗に関
係なく、終始笑いの絶えない⼤会になりました。 
 
⼤会結果  優 勝 チーム１．２．３ 

準優勝 チームヨネックス 
３ 位 チーム松 

２０１９年（令和元年） ７／１２号 ｖｏｌ．４７３

編集・発⾏: 柳津町役場 総務課企画財政班   ☎0241-42-2112 FAX 0241-42-3470



 
 
 

 
 政治倫理確⽴のため「柳津町⻑の資産等の公開に関する規則」等に基づき、町⻑の平成 30 年分の所
得について、下記により公開しています。 

 

1.閲覧場所 柳津町役場 ２階 総務課

2.閲覧時間 午前 8 時 30 分から正午まで 
午後 1 時から午後 5 時 15 分まで

3.閲覧⽅法 閲覧者記録簿に⽒名、住所等を記⼊のうえ閲覧することができます 

 
問 総務課総務班 電話４２－２１１２ 
 
 
 
 
 
 
 

広報やないづ７⽉号に掲載いたしました、県⽴宮下病院「患者送迎バス」時刻表について、それぞれ
の乗降⾞場所の記載に誤りがありました。正しくは下記のとおりです。 
 
 
 
 
 
 

ご利⽤の皆様には⼤変ご迷惑をおかけいたしました。お詫びして訂正いたします。 
 
問 総務課企画財政班 電話４２－２１１２ 
 
 
 
 
 
 
 
 １０⽉１⽇から消費税率１０％への引き上げと軽減税率制度が実施されます。会津若松税務署では、
事業者の⽅を対象とした軽減税率制度に関する説明会を開催しますので、是⾮ご参加ください。 
 
◇ 開催⽇時：令和元年９⽉３⽇（⽕） 受 付 午後 1 時 30 分 

                 説明会 午後 2 時から午後３時３０分 
◇ 場  所：やないづふれあい館（柳津町柳津字下平⼄２４２－２） 
 
問 会津若松税務署 法⼈課税第⼀部⾨ 電話０２４２－２７－４３１１（内線２２２） 

町⻑の所得公開

○誤 上⼩野川 → ○正 上⼩ノ川 
○誤 下⼩野川 → ○正 下⼩ノ川 

福島県⽴宮下病院「患者送迎バス」時刻表の訂正について

２

消費税の軽減税率制度に関する説明会 



 
 
 
 
 

今回の参議院議員通常選挙は２種類の投票があります。 
 

・参議院福島県選出議員選挙・・・クリーム⾊の投票⽤紙・「候補者⽒名」を記載 
 

・参議院⽐例代表選出議員選挙・・・⽩⾊の投票⽤紙・「候補者⽒名」⼜は「政党等の名称」を記載 
 
 
◇ 投 票 ⽇：令和元年７⽉２１⽇（⽇） 
 
◇ 投 票 時 間：午前７時から午後６時 
 
◇ 投 票 所：⼊場券に記載された投票所 
 
◇ 投票できる⽅：柳津町の選挙⼈名簿に登録されている⽅ 
         ・満１８歳以上の⽅（平成１３年７⽉２２⽇までに⽣まれた⽅） 
         ・平成３１年４⽉３⽇までに柳津町に転⼊届を提出した⽅ 
         ※平成３１年３⽉５⽇以降に転出し４⽉３⽇までに転⼊先市町村に転⼊届をした 

⽅は、転出前市町村では投票できません。（詳細については問合せください。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 柳津町選挙管理委員会（柳津町総務課総務班） 電話４２-２１１２ FAX４２－３４７０ 

投票⽇当⽇に都合により投票できない⽅は期⽇前投票ができます。 

投 票 所 期     間 時   間 

柳津町役場 ７⽉ ５⽇(⾦)から２０⽇(⼟)まで
午前８時３０分から午後８時 

⻄ ⼭ ⽀ 所 ７⽉１３⽇(⼟)から２０⽇(⼟)まで

※期⽇前投票はどちらの投票所でも投票できます。 

期⽇前投票 

【 他市町村での不在者投票 】 
選挙期間中に他の市町村に⼀時的に滞在している⽅は、滞在先の市町村で不在者投票ができます。 

 
【 指定病院などでの不在者投票 】 

  病気その他の理由で、不在者投票ができる病院や施設に⼊院、⼊所されている⽅は、その場所 
で不在者投票ができます。 
※不在者投票ができる柳津町内の施設 ・・・・・ 特別養護⽼⼈ホーム 福柳苑 

 
【 郵便による不在者投票 】 

  ⾝体に重度の障害がある⽅は、郵便による不在者投票の制度が利⽤できます。 

不在者投票 

第 25 回参議院議員通常選挙 

３



 
 
 
 
 
柳津投票所（細越・⼋坂野・まちなか）       
○細越・⼋坂野・まちなか 線（役場⾏） 

細越 ⼋坂野 ⼋坂野 細越 ⼤平町 岩坂町 寺家町 寺家町 ⼀王町 ⼀王町 役場 根柄巻停留所 渡部賢⼀宅前 屯 所 前 渡部幹雄宅前 富⼭⼯房前 フードセンターすぎもと前 観光案内所前 中の橋前 農 協 前 郵便局 前
7:30 7:33 7:35 7:40 7:43 7:45 7:45 7:46 7:47 7:48 7:50
9:30 9:33 9:35 9:40 9:43 9:45 9:45 9:46 9:47 9:48 9:50

11:30 11:33 11:35 11:40 11:43 11:45 11:45 11:46 11:47 11:48 11:50
13:30 13:33 13:35 13:40 13:43 13:45 13:45 13:46 13:47 13:48 13:50
16:00 16:03 16:05 16:10 16:13 16:15 16:15 16:16 16:17 16:18 16:20      

役場 ⼀王町 ⼀王町 寺家町 寺家町 岩坂町 ⼤平町 細越 ⼋坂野 ⼋坂野 細越
郵便局前 農 協 前 中の橋前 観光案内所前 フードセンターすぎもと前 富⼭⼯房前 渡部幹雄宅前 屯 所 前 渡部賢⼀宅前 根柄巻停留所

8:05 8:07 8:08 8:09 8:10 8:10 8:12 8:15 8:20 8:22 8:25
10:05 10:07 10:08 10:09 10:10 10:10 10:12 10:15 10:20 10:22 10:25
12:05 12:07 12:08 12:09 12:10 12:10 12:12 12:15 12:20 12:22 12:25
14:05 14:07 14:08 14:09 14:10 14:10 14:12 14:15 14:20 14:22 14:25
16:35 16:37 16:38 16:39 16:40 16:40 16:42 16:45 16:50 16:52 16:55

      
柳津投票所（⿇⽣・野⽼沢・⼩巻・⻑倉・⽯神・新村）
○⿇⽣・野⽼沢・⼩巻 線（⾏き） ○⿇⽣・野⽼沢・⼩巻 線（帰り） 
⿇ ⽣ 中 ⼭ 野 ⽼ 沢 ⼩ 巻 役 場 役 場 ⼩ 巻 野 ⽼ 沢 中 ⼭ ⿇ ⽣
⻑⾕川幹夫宅前・⼤橋⼊⼝ 新井⽥康博宅前 ⽩井猛宅・⽬⿊修宅前 集会所前 集会所前 ⽬⿊修宅・⽩井猛宅前 新井⽥康博宅前 ⼤橋⼊⼝・⻑⾕川幹夫宅前

7:00 7:05 7:08 7:13 7:16 7:30 7:33 7:38 7:41 7:46
10:00 10:05 10:08 10:13 10:16 10:30 10:33 10:38 10:41 10:46
13:30 13:35 13:38 13:43 13:46 14:00 14:03 14:08 14:11 14:16
16:00 16:05 16:08 16:13 16:16 16:30 16:33 16:38 16:41 16:46      

○⻑倉・⽯神・新村 線（⾏き） ○⻑倉・⽯神・新村 線（帰り）  
⻑ 倉 ⽯ 神 新 村 役 場 役 場 新 村 ⽯ 神 ⻑ 倉  
屯 所 前 斎藤商店前 地区⼊⼝ 地 区 ⼊ ⼝ 斎藤商店前 屯 所 前  

8:15 8:20 8:25 8:30 8:45 8:50 8:55 9:00 
11:15 11:20 11:25 11:30 11:45 11:50 11:55 12:00 
14:45 14:50 14:55 15:00 15:15 15:20 15:25 15:30 
17:15 17:20 17:25 17:30 17:45 17:50 17:55 18:00 

      
柳津投票所（中野・⼩ノ川・出倉・古屋敷・⽯⽣）
○中野・⼩ノ川・出倉 線（⾏き） ○中野・⼩ノ川・出倉 線（帰り）  
中 野 ⼩ ノ 川 出 倉 役 場 役 場 出 倉

バ ス 停
⼩ ノ 川 中 野  

⽥﨑好章宅前 鈴⽊裕宅・⼩郷橋前 バ ス 停 ⼩郷橋・鈴⽊裕宅前 ⽥﨑好章宅前  
7:15 7:20 7:25 7:30 7:45 7:50 7:55 8:00  

10:00 10:05 10:10 10:15 10:30 10:35 10:40 10:45  
13:00 13:05 13:10 13:15 13:30 13:35 13:40 13:45  
15:30 15:35 15:40 15:45 16:00 16:05 16:10 16:15        

○古屋敷・⽯⽣ 線（⾏き） ○古屋敷・⽯⽣ 線（帰り）  
古 屋 敷 ⽯ ⽣ 役 場 

 
役 場 ⽯ ⽣ 古 屋 敷

⽥﨑光義宅前
  

⽥﨑光義宅前 ⻑⾕川朝⼦宅前  ⻑⾕川朝⼦宅前   
8:30 8:35 8:40  8:55 9:00 9:05  

11:15 11:20 11:25  11:40 11:45 11:50  
14:15 14:20 14:25  14:40 14:45 14:50  
16:45 16:50 16:55  17:10 17:15 17:20  

      
柳津投票所（⼤峯） 
○⼤峯 線（⾏き） ○⼤峯 線（帰り）  
⼤ 峯 役 場  役 場 ⼤ 峯  
集会所前  集会所前  

7:00 7:20  7:35 7:55  
12:30 12:50  13:15 13:35  
16:00 16:20  16:35 16:55   

第２５回参議院議員通常選挙 投票所無料送迎バス運⾏時刻表 
投票⽇：令和元年７⽉２１⽇（⽇） 午前７：００〜午後６：００

４



猪⿐投票所（軽井沢・塩野・⼤野新⽥・⼤野）
○軽井沢・塩野 線（⾏き） ○軽井沢・塩野 線（帰り）  
軽 井 沢 塩 野 猪 ⿐  猪 ⿐ 塩 野 軽 井 沢   
軽 井 沢 会 館 ⼊ ⼝ 資源物集積所前 猪⿐会館前  猪⿐会館前 資源物集積所前 軽 井 沢 会 館 ⼊ ⼝   

7:00 7:03 7:10  7:25 7:32 7:35  
10:00 10:03 10:10  10:25 10:32 10:35  
13:30 13:33 13:40  13:55 14:02 14:05  
16:00 16:03 16:10  16:25 16:32 16:35        

○⼤野新⽥・⼤野 線（⾏き） ○⼤野新⽥・⼤野 線（帰り）  
⼤野新⽥ ⼤ 野 猪 ⿐  猪 ⿐ ⼤ 野 ⼤野新⽥   
⾓⽥雅雄宅前 屯 所 前 猪⿐会館前  猪⿐会館前 屯 所 前 ⾓⽥雅雄宅前   

8:15 8:25 8:30  8:45 8:50 9:00  
11:15 11:25 11:30  11:45 11:50 12:00  
14:45 14:55 15:00  15:15 15:20 15:30  
17:05 17:15 17:20  17:35 17:40 17:50  

      
砂⼦原投票所（胄中・⿊沢）
○胄中・⿊沢 線（⾏き） ○胄中・⿊沢 線（帰り）  
胄 中 ⿊ 沢 ⻄⼭⽀所   ⻄⼭⽀所 ⿊ 沢 胄 中

伊藤商店前
  

伊藤商店前 公⺠館前   公⺠館前   
7:00 7:05 7:10   7:25 7:30 7:35  

11:30 11:35 11:40   11:55 12:00 12:05  
13:00 13:05 13:10   13:25 13:30 13:35  
16:30 16:35 16:40   16:55 17:00 17:05  

      
砂⼦原投票所（⿃屋・牧沢・五畳敷・湯⼋⽊沢）
○⿃屋・牧沢・五畳敷・湯⼋⽊沢 線（⾏き） ○⿃屋・牧沢・五畳敷・湯⼋⽊沢 線（帰り）
⿃ 屋 牧 沢 五 畳 敷 湯⼋⽊沢 ⻄⼭⽀所 ⻄⼭⽀所 湯⼋⽊沢 五 畳 敷 牧 沢 ⿃ 屋
公⺠館前 天野昭好宅前 公⺠館前・五畳敷⼊⼝ 飯塚商店前・上新⽥停留所  上新⽥停留所・飯塚商店前 五畳敷⼊⼝・公⺠館前 天野昭好宅前 公⺠館前

7:00 7:05 7:10 7:15 7:20 7:35 7:40 7:45 7:55 8:05
11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:35 11:40 11:45 11:55 12:05
13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:35 13:40 13:45 13:55 14:05
16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:35 16:40 16:45 16:55 17:05     

四ッ⾕投票所（⾼森） 
○⾼森 線（⾏き） ○⾼森 線（帰り）  
⾼ 森 沢 中 四 ツ ⾕  四 ツ ⾕ 沢 中 ⾼ 森   
屯 所 前 菊地秋雄宅前 集 会 所  集 会 所 菊地秋雄宅前 屯 所 前   

7:00 7:08 7:10  7:25 7:27 7:35  
11:30 11:38 11:40  11:55 11:57 12:05  
16:30 16:38 16:40  16:55 16:57 17:05  

 
※投票⽇当⽇は、⼊場券に記載されている投票所でのみ投票できます。お間違えの無いよう、ご確認を
お願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 柳津町選挙管理委員会・柳津町明るい選挙推進協議会（総務課総務班） 電話４２－２１１２ 

５

あなたの明⽇のために 
この⼀票が⼤切です。 
忘れずに投票しましょう。 

期⽇前投票の際は、町⺠バス「ふれあい号」を無料で利⽤することができます。 
 
◇ 利⽤⽅法 

①「投票所⼊場券」をバス運転⼿に提⽰してください。（運転⼿が⼊場券に確認印を押印します。） 
②確認印が押印された「投票所⼊場券」を投票所受付に提出してください。 
③投票所で「バス乗⾞券」を受取ってください。 
④バス運転⼿に「バス乗⾞券」を提出してください。 

 
◇ 期⽇前投票 
柳津町役場 期間：７⽉ ５⽇（⾦）〜２０⽇（⼟） 時間：午前８時３０分から午後８時００分 
⻄⼭⽀所  期間：７⽉１３⽇（⼟）〜２０⽇（⼟） 時間：午前８時３０分から午後８時００分 



 
 
 
 

近年全国的に局地的な集中豪⾬が多発し、これに伴う河川⽔位の急な上昇により痛ましい事故の発⽣
も報道されているところです。夏が近づき暑い季節になってきました。夏といえば海、川、プールとい
った⽔の近くでの活動が増えます。ケガや事故のないようみんなで楽しく無事に暑い夏を乗り越えまし
ょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 会津坂下町消防署柳津出張所 電話４２－２１５０ 
 
 
 
 
 
 
 

本町では年間約 6４９.０ｔのごみ（平成３０年度実績）が各家庭から排出されており、その約９０％
が燃えるごみです。燃えるごみの約４０％が「⽣ごみ（台所ごみ）」であり、ごみを減らすためには「⽣
ごみ」を減らすことが１番⼤切です。特に夏季の⽣ごみは、異臭や⿃獣害の原因となり、排出量が多い
⽇は作業に時間がかかり、収集の遅れにつながります。家族みんなで⽣ごみ減量に取り組みましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〜 ごみは、指定された場所へ決められた⽇時に正しく出しましょう。 〜 
 

問 町⺠課保健衛⽣班 電話４２-２１１８ 

夏季のごみ対策について

⽣ごみ減量のための３つのポイント

６

⽔の事故に注意！！

●チェック 1          ・淵は急に深くなっていることが多いので注意。 
川ではこんな場所に注意！   ・増⽔すると中州に取り残されるので注意。 

・平瀬から早瀬にかけて、急に流れが速くなるので注意。 
 
●チェック 2          ・⾬が降り始めた時や注意報・警報が出た時 

こんなときはすぐに避難！   ・⽔かさが増え、流⽊や落ち葉が流れる    
・⾬が降っているのに、⽔かさが減る 
・⼭鳴りがする 
・雷が鳴り始める

その１ 濡らさない 
野菜の⽪など使えない部分
は洗う前に切り落としてからご
み袋へ⼊れる（⽔分は⽣ご
みの１番の⼤敵です。） 

その２ 乾かす 
⽔切りを徹底する（⽣ごみ
の 80％は⽔分です。⽔切り
をしっかり⾏いましょう。） 

その３ 減らす 
⽣ごみをできるだけ出さない
⼯夫をする（⾷べる分だけ
買って⾷べる分だけ作るな
ど） 

◇⽔切りのポイント ・⽔切りネットを三⾓コーナーにつけておく 
・三⾓コーナーは⽔はけを良くするため傾けておき、⼀晩おいて翌⽇捨てる 
・⼿で絞る（ゴム⼿袋を使⽤すれば抵抗感なくできます） 



 
 
 
 

宮下病院では、毎週⽊曜⽇愛ばんしょ外来を開設しています。どなたでも無料でご利⽤できますので、
お誘い合わせのうえ、お気軽にお越しください。 
 
◇ 場 所：宮下病院 外来待合室等など（⼤沼郡三島町⼤字宮下字⽔尻１１５０） 
◇ ⽇ 時：【相談コーナー】 午前９時から午後１２時、午後１時から午後４時 

      【 健 康 教 室 】 午前１０時３０分から午前１１時 
  

※相談コーナーは各開催⽇に開催しています。                              
７⽉１８⽇（⽊） ◇健康教室 「熱中症を予防しよう」 講師：看護師 

７⽉２５⽇（⽊） ◇健康教室 「転倒予防とロコチェック」 講師：理学療法⼠ 

８⽉ １⽇（⽊） ◇健康教室 「脱⽔症とは」 講師：看護師 

８⽉ ８⽇（⽊） ◇健康教室 「夏バテ予防」 講師：栄養⼠ 
 
問 福島県⽴宮下病院事業部 電話０２４１－５２－２３２１ 
 
 
 
 
 
 
 
 

町⺠課住⺠福祉班において福祉関係事務補助に係る臨時職員を下記のとおり募集します。 
       
◇ 申 込 資 格：原則として柳津町に居住している１８歳以上の⽅ 

パソコン操作のできる⽅（エクセル・ワード） 
普通免許を取得している⽅ 

◇ 申込書類等：①柳津町臨時職員申込書     
②履歴書(町が指定する様式のみ可)     

  ※申込書と履歴書(町指定)は、町⺠課住⺠福祉班⼜は⻄⼭⽀所窓⼝にあります。 
◇ 勤 務 条 件：勤務形態に基づき、雇⽤保険・社会保険制度に加⼊します。 

賃⾦、有給休暇、その他の勤務条件については、町規定によります。 
◇ 雇 ⽤ 期 間：令和元年８⽉５⽇（⽉）〜令和２年３⽉３１⽇（⽕） 
◇ 募 集 ⼈ 員：１名 
◇ 採 ⽤ 決 定：⾯接及び書類選考により採⽤予定者を決定し、通知します。 
◇ そ の 他：募集内容については、変更が⽣じる場合がありますので、予めご了承ください。 
◇ 申 込 期 限：令和元年７⽉２６⽇（⾦）必着 
◇ 申込・問合せ先：柳津町役場 町⺠課住⺠福祉班        

〒９６９－７２０１ 柳津町⼤字柳津字下平⼄ 234 番地 
電話 ４２－２１１８ 
※申込書類等は直接持参するか、⼜は郵送して下さい。 

 
 
 
 

愛ばんしょ外来からのお知らせ

７

臨時職員募集のお知らせ



 
 
 
 

年⾦⽣活者⽀援給付⾦制度が今年１０⽉から始まります。年⾦を含めて所得が低い⼈ （⽼齢基礎年⾦
満額より少ない）の⽣活を⽀援するために年⾦に上乗せして⽀給するものです。 
 

⽀給対象となる⽅には⽇本年⾦機構本部よりお知らせが郵便で送られてきますので、請求はがきに必
要事項を記⼊の上、ご返送くださいますようお願いします。 
 

・⽀給要件は以下のとおりです。 
①  ６５歳以上の⽼齢基礎年⾦の受給者であること。 
②  前年の公的年⾦等の収⼊⾦額とその他の所得（給与所得や利⼦所得など）の合計が約７８万円 

（⽼齢基礎年⾦満額）以下であること。 
③  世帯全員が住⺠税⾮課税であること。 

 
・⽀給⾦額は標準５，０００円（⽉額）として保険料納⼊⽉数や免除⽉数で決定されます。 

 
・また、上記の⽀給要件に該当しない⼈でも②の⾦額が約８８万円以下の⼈は、この⽀援給付⾦と同

程度の給付⾦額になるように補⾜的な⽀給を受けることができます。 
⽀給⾦額は所得によって調整されます。 

 
・現在、障害基礎年⾦や遺族基礎年⾦を受給されている⽅にも、前年の所得が４，６２１，０００円

以下である場合は、給付⾦が⽀給されます。 
 
お問い合わせは、「ねんきんダイヤル（電話０５７０－０５－１１６５）」までご連絡ください。 
詳しくは⽇本年⾦機構ホームページに掲載されております。 
 
 
 
 
 
 
 
 8 ⽉は、後期⾼齢者医療に加⼊されている⽅（被保険者）⼀⼈⼀⼈の年額保険料が決定される時期で
す。8 ⽉上旬から中旬にかけて、①「後期⾼齢者医療保険料額決定通知書」、②「後期⾼齢者医療保険料
納⼊通知書」、⼜はその両⽅が、被保険者⼀⼈⼀⼈に送付されます。 
 被保険者によって保険料の納付⽅法が異なります（※）ので、御⾃⾝の納付⽅法を上記の通知書で確
認し、普通徴収による納付の⽅は納期限内に忘れずに納付してください。 
 後期⾼齢者医療制度は、皆様の保険料をもとに成り⽴っている制度ですので、御協⼒をお願いいたし
ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８⽉から後期⾼齢者医療保険料の普通徴収がはじまります

①特別徴収 … 年⾦からの天引きによる納付を⾏う⽅法。 
 
②普通徴収 … 被保険者本⼈が⾦融機関にて納める⽅法。納付書を使って⾃分で納める⽅法のほ

か、⼝座振替による納付も可能です。⼝座振替の⼿続き後は⼆重納付にご注意く
ださい。 

 
③併徴   … 上記①②の両⽅の⽅法による徴収。 
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会津若松年⾦事務所からのお知らせ

納付⽅法 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 町⺠課保健衛⽣班 電話４２－２１１８ ⼜は 福島県後期⾼齢者医療広域連合 電話０２４－５２８－９０２５ 
 

保険料は、均等割額と所得割額を⾜した額になります。（詳しくは、後期⾼齢者医療制度に関する
パンフレットをご参照ください） 
 
（１）均等割額 … 被保険者全員に均等に賦課される⾦額。世帯の所得等に応じて軽減措置があ

ります。【⼀⼈あたり 4１，６００円】 
 
（２）所得割額 … 被保険者の所得に応じて賦課される⾦額。 

【（総所得⾦額等－３３万円）×所得割率７．９４％】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

後期⾼齢者医療保険料について 

≪保険料軽減制度の⾒直しについて≫ 
  

上記（１）均等割額については、同⼀世帯内の被保険者と世帯主の総所得⾦額等の合計額
が基準額以下の場合、下記のとおり軽減されます。 
 本則 7 割軽減の対象の⽅は、これまでさらに上乗せして軽減（８．５割、９割）されてき
ましたが、今年度から段階的に⾒直しを⾏っています。 
 また、5 割軽減と 2 割軽減の所得基準が拡⼤されます。 
 

均等割の軽減割合 対象者の所得要件 
（世帯主及び世帯の被保険者全員

の軽減判定所得の合計） 本則 平成３１年度 
(令和元年度) 令和２年度 令和 3 年度

7 割 

８．５割 ７．７５割 ７割 [平成３０年度における８．５割軽
減の区分]【３３万円】以下の場合

８割 7 割 

[平成３０年度における 9 割軽減の
区分]【３３万円】以下で、世帯内の
全被保険者それぞれの公的年⾦収
⼊が８０万円以下(その他の各種所
得がない)の場合

5 割 5 割 
【３３万円+２８万円(※)×被保険
者数】以下の場合 
※変更前の額２７．５万円 

2 割 2 割 
【３３万円+５１万円(※)×被保険
者数】以下の場合 
※変更前の額５０万円 

 
※平成３０年度における９割軽減の区分に該当する⽅については、年⾦⽣活者⽀援給付⾦の
⽀給等の⽀援策の対象となります。（ただし、課税者が同居している場合は対象となりませ
ん。また年⾦⽣活者⽀援給付⾦の⽀給額は納付実績等に応じて異なります。） 
 ８．５割軽減の対象の⽅については、年⾦⽣活者⽀援給付⾦の⽀給の対象とならないこと
等を踏まえ、激変緩和の観点から、１年間に限り実質８．５割軽減を据え置くこととします。
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問 柳津町農業委員会 電話４２－２１１６ 
 
 

農業委員会からのお知らせ

「農地法」第３０条に基づき、農業委員及び農地利⽤最適化推進委員（以下「農業委員等」
という。）が毎年、農地を適正に耕作しているか、遊休農地（荒廃農地）になっていないかを
調査する農地利⽤状況調査を⾏います。７⽉から１０⽉の間に農業委員等が各地区へ調査に
⼊りますので、調査協⼒を求められた際は、お⼿数ですが出来る限りご協⼒くださいますよう
お願いいたします。 
 また、本調査を実施するにあたり、農業委員等が農地に⽴ち⼊ることがありますので、予め
ご了承くださいますようお願いいたします。（「農業委員会に関する法律」第３５条に基づくも
のです。） 
 
遊休農地の「利⽤意向調査」を実施します 

上記の農地利⽤状況調査の結果、遊休農地の中で「農地として再⽣可能」と判定された農地
は、「農地法」第３２条に基づき、１１⽉頃に利⽤意向調査を実施いたします。利⽤意向調査
は、その農地の適正利⽤に向けた⽅法を調査するものですので、調査書が届いた⽅は必ずご回
答くださいますようお願いいたします。 
 
遊休農地は固定資産税が増税となる場合があります 

上記の利⽤意向調査の結果、今後も農地として利⽤する予定がない農地や、⼀定 
期間経過後も利⽤が図られていない農地、⼜は調査の回答が無かった場合は、 
固定資産税評価額の算定にあたり、農地として評価されず、結果的に約 1.8 
倍の増税となってしまう場合があります。 

遊休農地について、再⽣可能な農地は利⽤再開を⽬指し、再⽣困難な農 
地は農業委員会の許可を得て⾮農地化されますようお願いいたします。（固 
定資産税の増税は「平成 28 年度税制改正⼤綱（平成 27 年 12 ⽉ 24 ⽇閣 
議決定）」に基づくものです。） 

「農地利⽤状況調査」にご協⼒をお願いします

「新たな農業者年⾦制度」は積⽴⽅式・確定拠出型ですので少⼦⾼齢時代でも安⼼
できる制度です。また、いつでも加⼊・脱退することができ、保険料も⽉額（２万円
〜６万７千円）の範囲内で⾃由に決めることができます。 
 
◇加⼊資格：①６０歳未満の⽅ 

②国⺠年⾦第１号被保険者 
③年間６０⽇以上農業に従事 

 
⽀払った保険料は、全額「社会保険料控除」が適⽤になるなど、多くのメリットが

ある制度です。興味がある⽅は、是⾮、農業委員会へご連絡ください。 

農業者年⾦に加⼊しましょう！
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☆お⾵呂ではシャワーをこまめに⽌めましょう 
☆お⾵呂の残り湯は掃除・洗濯や庭⽊などへの散⽔に利⽤しましょう 
☆洗⾞の際はホースで流し洗いではなくバケツに⽔を汲んで洗いましょう 
☆野菜や⾷器は流⽔ではなく⽔を容器に貯めて洗いましょう 

 
 
 
 

夏になり、今後帰省客や観光客の増加が⾒込まれ、それに伴い⽔需要の増⼤が予想されます。⽔道施
設の供給可能量は定住⼈⼝などを基準に計画されているため、⼀時的な⼈⼝増加に対応できなくなる場
合があります。そこで皆さまに⽇頃からの節⽔のご協⼒をお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※特に８⽉中旬（８⽉１０⽇〜８⽉２０⽇）の期間は、休暇などを取得される⽅も増加し、⽔需要が⾮
常に⾼まる⾒込みです。洗⾞を控えていただく・シャワー使⽤を短時間にしていただくなど、より⼀層
の節⽔へのご協⼒をお願い致します。 
 
問 建設課上下⽔道班 電話４２－２１１７ 
 
 
 
 
 
 
 
１ 公募期間 令和元年７⽉１⽇（⽉）から８⽉３１⽇（⼟） 
２ 公募⼈数 ５９⼈ ※県内５９市町村からゆかりのあるランナーを各１名選出 
３ 応募⽅法 （１）応募フォーム 
         「ＴＯＫＹＯ２０２０ふくしま情報サイト『ふくしまプラス２０２０』（URL：

https://www.fuku-plus2020.jp/または、「ふくしまプラス２０２０」で検索）」
のトップページから応募フォームに⼊り必要事項を記⼊して応募。 

       （２）郵送 
          所定の応募⽤紙に必要事項を記⼊し、下記に送付（８⽉３１⽇の郵便局の消印の

あるものまで受付）。 
          送付先：東京２０２０オリンピック聖⽕リレーふくしま実⾏委員会事務局 
          住 所：〒９６０－８６７０ 

福島県福島市杉妻町２番１６号 
４ 問合せ先 福島県聖⽕ランナー募集コールセンター 
       電話 ０５７０－２００－５０２（受付時間 平⽇午前９時から午後５時） 
５ その他  全国的に共通している聖⽕ランナーの基本応募要件等については、東京２０２０組織委

員会ＨＰ（URL：https://tokyo2020.org/jp/special/torch/olympic/torchbearer/）
で確認可能です。また、福島県の応募⽤紙や応募フォーム、募集要項等のランナー募集
に係る情報については、「ＴＯＫＹＯ２０２０ふくしま情報サイト『ふくしまプラス２０
２０』」のトップページに掲載しています。 

       福島県での募集の他、スポンサー企業４社からもそれぞれ応募が可能です。 
 
 

東京２０２０オリンピック聖⽕リレーランナーの募集について
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節⽔にご協⼒ください



 
 
 
 

昨年６⽉から７⽉にかけて、器物損壊が多く発⽣しました。また、５⽉は野荒しが多く発⽣しています。 
 

※その他刑法犯等には、暴⾏・傷害・万引き・詐欺・器物損壊などの犯罪発⽣件数が含まれます。 
※上記発⽣件数は、平成３１年１⽉１⽇からの累計となっています。 
 
問 会津坂下警察署⽣活安全係 ０２４２－８３－３４５１ 
 
 
  
 
 
 
 

令和元年６⽉の柳津町建設⼯事等⼊札のうち、指名競争⼊札により落札価格が１００万円以上の⼯
事・委託についての結果です。 

なお、１００万円以下の⼊札結果については役場２階総務課企画財政班において閲覧ができます。 
 
指名競争⼊札  【⼯事】          （価格：税込価格 単位：円） 

⼊札⽇ ⼯事名 ⼯事箇所 予定価格 落札価格 落札業者

6 ⽉ 11 ⽇ 旧⻄⼭中学校
改修⼯事 ⼤字砂⼦原字居平地内 622,536,200 621,500,000 滝⾕建設⼯業㈱

6 ⽉ 11 ⽇ ⼤成沢⽔源井
⼾掘削⼯事 ⼤字⼤成沢地内 5,893,560 5,724,000 株式会社三本杉

ジオテック

6 ⽉ 11 ⽇ 
町営住宅建設
⼯事監理業務
委託 

⼤字柳津町字井⼾尻

地内 
15,890,600 15,400,000 

有限会社 和泉

設計 

6 ⽉ 20 ⽇ 
柳津⼩学校体
育館屋根改修
⼯事 

⼤字柳津字上村地内 25,304,400 24,970,000 
株式会社東北⼊
⾕ まちづくり
建設 柳津⽀店

6 ⽉ 20 ⽇ 
会津柳津学園
中学校外周改
修⼯事 

⼤字柳津字上村地内 6,123,700 6,050,000 滝⾕建設⼯業株
式会社 

 
問 総務課企画財政班 電話４２－２１１２ 

区分 
街 頭 犯 罪 （令和元年５⽉３１⽇現在） 街頭 

犯罪 
合計 

その
他刑
法犯
等 

全刑
法犯強盗 空き 

巣 
忍込 
み 

事務 
所荒 
し 

出店 
荒し 

⾃動
⾞盗

オー
トバ
イ盗

⾃転
⾞盗

⾃販
機ね
らい

⾞上
ねら
い 

ひっ
たく
り 

部品
ねら
い 

強制 
わい 
せつ 

管内  1  3     3 1   1 9 23 32 

柳津町             1 1  2 

令和元年６⽉分⼯事⼊札結果
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会津坂下警察署から


